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 神奈川県立津久井やまゆり園で起きた事件の衝撃は、今も我々の脳裏

に焼き付いている。それはなにも、被害者の過多だけに起因するもので

はない。戦後最悪の大量殺戮事件として日本社会に衝撃を与えたこの事

件の本質に、言いようのない優生思想と受け入れがたい“差別意識”が

見て取れるからだ。地域共生社会の実現をめざす改正社会福祉法が平成

30年 4月に施行され、住民に身近な圏域で、住民が主体的に地域課題を

把握して解決を試みる体制づくりを支援することなどが明記された。し

かし、こうした動向に当の加害者は、冷や水を浴びせるがごとき言動を

拘留中の今も繰り返している。さらに我々を落胆させるのは、こうした

加害者の言動に賛同する者が少なからずいるという現実である。 

 事件が起きる直前の平成 28 年 4 月には「障害者差別解消法」が施行

された。第 1条において障害の有無に関係なく「相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会」の実現をめざすことを高らかに謳ってい

る。おそらく法の精神に反対する者は、少ないだろう。一方で、多くの

人に障害者に対する差別感情は根強く残り、「多様性」や「共生」とい

った言葉だけが躍る。多様性を認め合うという行為は、そうたやすいも

のではないかも知れない。 

 「共生社会」の実現において、最も難しいのは地域社会に潜在する差

別や偏見に対する対応ではないだろうか。一人ひとりの福祉意識に働き

かけ「差別や偏見の撲滅」をめざさなければならない。少なくとも、こ

れを低減するための不断の努力こそが「共生社会」実現の重要なファク

ターなのではないか。それでも差別や偏見がなくなる日は来ないかも知

れない。日本福祉大学の原田正樹氏は言う。「地域福祉は福祉教育に始

まり、福祉教育に終わる」と。そして「最初の福祉教育は広報や啓発、

講座などに始まり、最後は、真に住民主体が形成されることをめざすも

のである。地域共生社会を実現していくためには、福祉教育をとおして

『学び』を重視していくことが不可欠であり、『学び』によって主体が

生まれ、ひいては、住民主体による地域福祉が推進されていくのである。

（NORMA /NO.323）」と結ぶ。 

 当法人において、その中核を担っているのは、紛れもなく介護職従事

者等人材育成・研修センター（以下「研修センター」という。）である。

あえてここで「中核」と補記したのには訳がある。この研修センターに

は、例えば、ボランティアセンターや地域包括支援センターといった法

人内の事業所が有機的に関与、または、協働しており、そのことが研修

センターのプログラムを豊かにしている―という側面を無視すること

ができないからである。つまり、研修センターは、一つの独立したセク

ションというよりも、マンパワーの確保という命題において、法人内事

業所で顕在化された課題が逐次集積される「ポータル」の役割も担って

いるのである。 

 地域福祉の入口にあたる啓発講座に始まり、より実践的な「介護予防

インストラクター」の養成や「フレイルサポーター」の養成など、その

出口は確かに多様化している。しかし、これら一連の活動が、主体を生

み、住民主体による地域福祉を推進するまでには至っていない。 

2019 年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会事業運営方針 
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8 住民主導

7 部分的な権限移譲 住民の権利としての参加

6 官民の協働作業

5 形式的な参加機会拡大

4 形式的な意見聴取 形式だけの参加

3 一方的な情報提供

2 不満をそらす操作

1 世論操作

出典：住民参加のはしご（シェリー・アーンスタイン1969）

実質的な民意無視

住民参加のはしご（A　Ladder of Citizen Participation）
 住民主体・参加の概念

については、米国の社会

学者のシェリー・アーン

スタインが「住民参加の

梯子」という表現で分か

りやすく説明している。

八段から成る梯子の最下

段は、「世論操作」の段階

と位置付けられ、「住民参

加」の名を借りた権力者

による支配・統制の状態

を示している。その一段上の「セラピー（住民の不満をそらす操作）」

とともに、実質的には参加不在の状態を表す。中位には、「一方通行的

な情報提供」、「形式的な意見聴取」などがあり、六段目の「パートナー

シップ」から「権限移譲」へと続く段階でようやく住民の権利として参

加が認められるというわけだ。最上段は住民が主体となって主導する段

階としている。アーンスタインは「住民の参加とは、住民に対して目標

を達成できる権力を与えること」と定義する。これを地域づくり、つま

り、地域包括ケアシステムに当てはめれば、住民が住みたいと思い、こ

うあって欲しいと考える目標の実現について、住民に一定の実行力（権

限）を与えることを指しているといっていいだろう。  

 そこで思い起こされるのが、介護予防・日常生活支援総合事業におけ

る訪問型サービスＢや通所型サービスＢに対する取り組みである。 

    （参考資料/厚生労働省老健局振興課） 

サービス類型 

○要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供し

ていくため、市町村は、サービスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めるこ

とが必要。そこで、地域における好事例を踏まえ、以下のとおり、多様化するサービ

スの典型的な例を参考として示す。 

①訪問型サービス※市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 

○訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスか

らなる。 

○多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民

主体による支援、保健・医療の専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。 

 

②訪問型サービス※市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。 

○通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様な
サービスからなる。 

○多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービ
スと、住民主体による支援、保健・医療の専門職により短期集中で行うサ
ービスを想定。 

 

 



 5 

 

③その他の生活支援サービス 

○その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア

等が行う見守り、③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活

支援（訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供等）からなる。 

【参考】「通所型サービスＢ」と「地域介護予防活動支援事業」の比較 

（介護予防・日常生活支援総合事業の基本的な考え方） 

当法人では、これまでに育成してきた「介護予防インストラクター」

や「フレイルサポーター」などの人材を活用して、訪問型サービスＢや

通所型サービスＢを市内に点在させたいと考えている。「活用」という

言葉はいかにも高慢で、そこに住民の主体性を見いだすことはできない

かも知れないが、しかし現状は、当法人が推し進めたいと考えるＢ型類

型の事業に、先の人材を“当て嵌め”、ご「参画」いただくという手法

でしか、その実現を見ることはできない。肝心のマネジメントの部分に

我々が強く関与し、事業運営を主導することになるからだ。当該人材に

対し、それを成し得るほどの「主体性」を育んでこなかったと言われれ

ばそれまでだが、これを醸成させるための機会を与えるには、あまりに

も人手が足りない。とはいえ、せめて「協働」できるような対等な関係

を構築しなければ、おそらく全てが、徒労に終わるだろう。したがって、

早い時期に我々は事業運営から手を引き、持続可能なＢ型類型事業を住

民主体で運営できるように工夫を重ねなければならない。我々は、その

核となるのが二層以降の“協議体”であると考えている。 

一方で、当法人では、人材育成に関する取り組みと同様に地域踏査に

基づく「地域診断」を自治会（区長会）単位でおこなってきた。これは

「知っているつもり」でいた地域の「魅力」や「地域力」を再発見しよ

うという試みでもある。とりわけ、後発の地域踏査においては、地域住

民にも、極力これにご参画いただくようにしている。理解が参加を生み

出すのではなく、形式的であれ、参加が理解を育むという考えに則って

いるからだ。なお、我々がこの B類型にこだわるのには、訳がある。例

えば通所型サービスＢの場合、その通いの場には、障害者や子ども、要

支援者以外の高齢者なども加わることができるという大きなメリット

を持つからだ。地域社会に中には、高齢者のみならず、様々な理由で“生

きづらさ”を感じている人々がいることを忘れてはならない。 
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故に最新（本事業計画と同時スタートする）の地域福祉活動計画の理

念に「誰一人として孤立させない社会の実現」を掲げた。 

そしてこの計画を実現するための基盤整備となるのが、地域踏査と介

護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービスＢや通所型サー

ビスＢの一体的な実現であり、これに研修センターが積極的に関与する

ことで、福祉教育のさらなる充実を図りたいと考えている。これこそが、

2019年度、三浦市社会福祉協議会の最重点目標となる。それだけではな

い。第 4次三浦市地域福祉活動計画の計画期間を通じても、最重要視す

べき目標となるだろう。 

 

２０１９年３月 

社会福祉法人三浦市社会福祉協議会 

会  長  川 﨑  喜 正 
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2019 年度 重点目標 
 

１ 福祉教育と地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みの融合と充実 

  （１）総合事業におけるＢ型類型のモデル的施行 

  （２）上記（１）を住民主体で実現するための住民を巻き込んだ地域踏査 

 

２ 地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みの推進 

  （１）小地域における地域診断の実施 

  （２）専門職（理学療法士・管理栄養士・看護師・歯科医師など）による介護予防リハビリデイサービスの充実 

  （３）未病センターと出張未病（地域）サロンの充実 

  （４）介護予防インストラクターの養成と活動支援 

  （５）CHO構想の推進と理念の普及 

  （６）高齢者栄養改善活動の充実 

  （７）共生型サービスの実践 

  （８）通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）の実施 

 

３ 人事考課システムの確立と研修制度の充実 
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2019 年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会 

一般会計・公益事業特別会計及び収益事業特別会計収入支出予算書総括表 
 

（単位：千円） 

会計区分 
事業活動による 

収入 

事業活動による 

支出 

その他活動による

収入 

その他活動による

支出 

施設整備等による

収入 

施設整備等による

支出 
差引金額 

一般会計 352,070 331,186 50,392 63,351 0 6,437 1,488 

公益事業特別会計 20 4,663 4,884 0 0 241 0 

収益事業特別会計 6,600 0 0 6,600 0 0 0 

合   計 358,690 335,849 55,276 69,951 0 6,678 1,488 
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2019 年度 新会計区分 

事業区分 拠点区分 サービス区分 サービス区分の細区分 事業内容 

社会福祉事業区分 

地域福祉推進事業拠点
区分 

法人運営事業 

法人運営事業 ▼理事会・評議員会▼人件費 

調査研究企画広報事業 
▼三浦市民生活向上会議▼社協みうらの発行▼ホーム

ページの運営 

基金運営事業 ▼老人福祉振興基金▼地域福祉振興基金 

地域福祉推進事業 

三浦市社会福祉協議会会館運営事業 ▼安心館▼暖館 

ボランティアセンター運営事業 
▼ボランティアセンターの運営▼ボランティア・市民
活動助成金の配分▼地域福祉推進モデル事業▼生活支
援コーディネーター配置 

障害児者余暇支援事業 
▼障害児者運動支援事業（スプラッシャ―ズ）▼障害
児者乗馬訓練（かっぽの会）▼皆で海に親しむ会▼き
らきらキッズ▼セッション（ダンス教室） 

援護事業 
▼災害緊急援護事業▼交通遺児援護事業▼行路人援護
事業▼紙オムツ助成事業▼肢体不自由児入浴サービス

事業 

人材育成研修事業 
介護職従事者等人材育成・研修センター運営

事業 
▼組織内職員の研修▼組織外職員の研修 

共同募金配分金事業 共同募金配分金事業 ▼共同募金配分金事業 

総合相談支援事業 

「安心館」運営事業 
▼地域包括支援センター「おまかせ」▼居宅介護支援

事業所「アンド」 

相談支援事業 ▼相談支援事業所「エール」 

自立生活支援センター「いっしょ」運営事業 
▼法人後見事業▼日常生活自立支援事業▼生活福祉資
金の貸付事業▼生活困窮者自立支援法事業 

介護保険事業拠点区分 介護保険事業 

介護予防等デイサービス事業 
▼それいけ！デイサービスセンター（兼 C型） 

▼どんどん！デイサービスセンター 

小規模多機能型居宅介護事業 
▼小規模多機能型居宅介護事業所「湯ごころ」    
▼小規模多機能型居宅介護事業所「はつらつ」 

障害児者自立支援事業
拠点区分 

障害児者自立支援事業 

障害者就労支援事業 
▼就労支援センター「どんまい」（就労継続支援 B型・
就労移行支援） 

障害者デイサービス事業 ▼障害者リハビリデイサービス「ゆずリハ」 

児童デイサービス事業 ▼児童発達支援事業所「HUGくみ」 

公益事業会計区分 公益事業拠点区分 公益事業 
未病センター運営事業 ▼三浦市社協未病センター運営事業 

CHO構想推進事業 ▼三浦市社会福祉協議会 CHO構想推進事業 

収益事業会計区分 収益事業拠点区分 安心館貸館事業 安心館貸館事業 ▼安心館貸館事業 
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2019年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会事業計画書 

■地域福祉推進事業拠点区分 

法人運営事業                                                (単位:千円) 

事業の概要 

三浦市社会福祉協議会は、特定の対象者や地域だけではなく、幅広く地域福祉を推進する「高い公共性」と「自主性」を併せ持

つ団体として、市民各層からのご参画を得て、その運営にあたっています。実際にその運営に携わるのは、理事 10 名、監事３名、

そして、評議員 14 名の総勢 27 名です。理事は、経営の執行責任を担い、監事は、業務の執行状況や財産の状況などを監査します。

そして、評議員が、理事の選任や決算の承認などの重要事項を議決することとなります。なお、理事（常勤者を除く）、評議員、監

事は、無報酬となっており、運営の財源は、会費と三浦市からの補助金、そして介護報酬などで賄われています。理事会の補助機

関としての役割を担う事務局では、会員の増強、受配、三浦市社会福祉協議会会館（安心館・暖館）の運営、社会福祉大会の実施、

苦情処理委員会の設置・運営といった役割を担うと共にＣＨＯ（健康管理最高責任者）構想の実現をめざします。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ４１，８００ 
△１７，１４６  

支  出 ５８，９４６ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 １９，５００ 
１７，１４６ 

はつらつより 16,789/湯ごころより 2,711 

支  出 ２，３５４ 
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調査研究企画広報事業                                            (単位:千円) 

事業の概要 

（１）三浦市民生活向上会議 

住民主体の地域福祉活動を推進するために「三浦市地域福祉活動計画」の進捗状況の管理や地域の課題の解決にむけて活動する

三浦市民生活向上会議を組織・運営しています。また、本会議をより効果的に推進するため、「活動評価促進部会」、「福祉のまちづ

くり検討部会」、「ボランティア活動推進部会」の 3 つの部会を設けています。 

（２）社協みうらの発行 

紙媒体による情報発信として「社協みうら（広報誌）」を発行しています。奇数月に発行し、各事業報告や、地域のさまざまな社

会福祉活動を紹介。ウェブサイトでもバックナンバーをご覧いただけます。また、ボランティアサークル「ひばりの会」による最

新号の音訳もお聴きいただけます。 

（３）ホームページの運営 

写真や動画を満載したホームページを開設し、鮮度の高い情報をタイムリーに供給します。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△２，５５４  

支  出 ２，５５４ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ２，５５４ 
２，５５４ 

どんどん！より 2,130/アンドより 424 

支  出 ０ 
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基金運営事業                                                 (単位:千円) 

事業の概要 

（１）老人福祉振興基金 

（２）地域福祉振興基金 

高齢化の進展を睨んで初代会長が創設した老人福祉振興基金及び地域福祉振興基金の造成に努めます。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ６８０ 
６８０  

支  出 ０ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ５０６ 
５０６ 

安心館貸館事業より 506 

支  出 ０ 

 

三浦市社会福祉協議会会館運営事業                                      (単位:千円) 

事業の概要 

三浦市社会福祉協議会が自己所有する「三浦市社会福祉協議会安心館」と「三浦市社会福祉協議会暖館」は、地域福祉の総合拠

点として、市民の皆様から親しまれています。収益事業の収益は、全てこの会館運営事業に充当されています。ボランティア・市

民活動に資するため「安心館」に会議室を２室、「暖館」に３室ご用意し、業務に支障のない範囲で開放したい考えです。  

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△４，６３０  

支  出 ４，６３０ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△５，２４６ 

 

支  出 ５，２４６ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ９，８７６ 
９，８７６ 

ゆずリハより 4,100/HUG くみより 3,929/
安心館貸館事業より 690/アンドより
1,157/ 

支  出 ０ 
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ボランティアセンター運営事業                                        (単位:千円) 

事業の概要 

三浦市社会福祉協議会のボランティアセンターでは、ボランティア・市民活動の振興に寄与すべく①情報サービス（情報の収集

と提供）②アドバイザリー・サービス（相談助言活動）③コーディネーション・サービス（需給調整活動）④学習プログラム・サ

ービス（学習支援活動）⑤活動プログラム・サービス（活動メニューの開発と提供活動）⑥ネットワーキング・サービス（活動者・

組織間の連携促進活動）⑦拠点サービス（活動拠点や資・機材の提供活動）⑧マネージメント・サービス（活動者の組織運営支援

活動）⑨研究情報サービス（調査研究活動）⑩アドボカシー・サービス（社会提案への支援活動）を提供するなどして総合的にボ

ランティア・市民活動を支援をしています。 

この他に、ボランティアセンターが取り扱う主な業務は以下のとおりです。 

（１）ボランティア・市民活動助成金の配分 

（２）地域福祉推進モデル事業の実施 

（３）各種ボランティア講座 

また、2019 年度も引き続き、生活支援コーディネーターをボランティアセンターの職員として位置づけ、地域サロンの開設・支

援や地域包括ケアシステムの構築に関わる諸事業を実践します。また、介護予防インストラクターの養成といったボランタリーな

人材の養成も介護職従事者等人材育成・研修センターとの協働によって進めます。なお、ＮＰＯ法人スローハンド（認知症高齢者

対応型通所介護事業所ぶらい庵）の２階部分を間借りし、ここを三浦市ボランティアセンターの支所として位置づけ、当該地域に

おける市民活動の活性化をめざします。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ５３０ 
△６，３４２  

支  出 ６，８７２ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ６，３４２ 
６，３４２ 

安心館貸館事業より 812/共募より 5,380/
どんどん！より 150 支  出 ０ 
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障害児者余暇支援事業                                            (単位:千円) 

事業の概要 

（１）障害児者運動支援事業（スプラッシャーズ） 

（２）障害児者乗馬訓練（かっぽの会） 

（３）皆で海に親しむ会 

（４）障害児夏のお泊り会 

（５）きらきらキッズ（核家族化などにより家族機能が低下する中で、子育てに奮闘する「ママさん」たちを応援しようと、未就

学児とその家族を対象とした「遊びの広場」を設けていきます。） 

（６）セッション（ダンス教室）  

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ３７８ 
△６５０  

支  出 １，０２８ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ６５０ 
６５０ 

HUGくみより 650 

支  出 ０ 
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援護事業                                                  (単位:千円) 

事業の概要 

（１）災害緊急援護事業（災害時に被災者に見舞金を支給します。） 

（２）交通遺児援護事業（交通事故により、保護者が死亡または重度障害者になった交通遺児に対し激励金を支給します。） 

（３）行路人援護事業（市内を徘徊する金銭を所持しない住所不定者に運賃等を交付します。） 

（４）紙オムツ支給助成事業  

（５）肢体不自由児入浴サービス事業  

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 １ 
△２，０００  

支  出 ２，００１ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ２，０００ 
２，０００ 

安心館貸館事業より 200/それいけ！より
1,800 支  出 ０ 

 

介護職従事者等人材育成・研修センター運営事業                                (単位:千円) 

事業の概要 
事務局（三浦市社会福祉協議会安心館）内に介護職従事者等人材育成・研修センターを設置し、体系的・継続的に介護職従事者

等の福祉人材を養成し、また、当該者のスキルアップに寄与するような研修機会を設けていきます。  

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 １，１０５ 
０  

支  出 １，１０５ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 



 16 

共同募金配分金事業                                             (単位:千円) 

事業の概要 
共同募金の配分金を広く用いて、紙オムツの支給やボランティア活動の促進など地域福祉事業を推進します。共同募金の配分金

は、三浦市社会福祉協議会にとって最も優良な財源の一つです。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ８，１００ 
８，１００  

支  出 ０ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△８，１００ 

未 病 セ ン タ ー へ 720/ ボ ラ セ ン へ
5,380/HUGくみへ 2,000 支  出 ８，１００ 

 

安心館運営事業（地域包括支援センター「おまかせ」）                             (単位:千円) 

事業の概要 

介護保険法に基づいて、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う「地域包括

支援センター」を運営します。2019 年度も引き続き、生活支援コーディネーターをボランティアセンターに配置し、協働して地域

包括ケアを推進します。また、当法人の重点事業を完遂するための牽引役を担います。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ３３，３９２ 
１，３７８  

支  出 ３２，０１４ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ３６８ 
△１，３７８ 

アンドより 368 

支  出 １，７４６ 
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安心館運営事業（居宅介護支援事業所「アンド」）                                (単位:千円) 

事業の概要 
介護保険法に基づき、介護利用者が適切に介護サービスを利用できるようにするため、利用者の依頼のもと、介護支援専門員（ケ

アマネジャー）が居宅介護サービスの計画を立案するサービスをおこないます。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ２３，６５３ 
２，６５０  

支  出 ２１，００３ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△２，６５０ 

調査研究企画広報事業へ 424/会館運営へ
1,157/おまかせへ 368 支  出 ２，６５０ 

 

相談支援事業（相談支援事業所「エール」)                                   (単位:千円) 

事業の概要 
障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、利用者が適切に障害福祉サービスを利用できるようにするため、利用者の依頼のも

と、相談員が障害福祉サービスの計画を立案するサービスをおこないます。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ６，３１０ 
３７９  

支  出 ５，９３１ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△３７９ 

 

支  出 ３７９ 
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自立生活支援センター「いっしょ」運営事業 

①法人後見事業                                                    (単位:千円) 

事業の概要 
当法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人（以下、「成年後見人等」といいます。）になり、ご親族等が個人で成年後見人等に

就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援をおこないます。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ７２０ 
７２０  

支  出 ０ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△７２０ 

生活困窮へ 720 

支  出 ７２０ 

 

②日常生活自立支援事業                                                (単位:千円) 

事業の概要 
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との

契約に基づき、福祉サービスの利用援助等をおこないます。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ３，３２６ 
２５７  

支  出 ３，０６９ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△２５７ 

 

支  出 ２５７ 
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③生活福祉資金の貸付事業                                               (単位:千円) 

事業の概要 
「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進

を図ることを目的とした貸付制度です。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ９００ 
９００  

支  出 ０ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△９００ 

生活困窮へ 900 

支  出 ９００ 

 

④生活困窮者自立支援法事業                                              (単位:千円) 

事業の概要 

 ①自立相談支援事業②就労促進のための支援事業③家計相談支援事業④貧困の連鎖の防止のための学習支援（ゆうあい三浦塾）

⑤その他地域の実情に応じた生活困窮者の自立の促進に資する事業⑥緊急支援物資給付事業をおこないます。 

 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ５，０００ 
△１，３３４  

支  出 ６，３３４ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 １，８４８ 
１，３３４ 

安心館貸館事業より 228/法人後見より
720/生活福祉資金より 900 支  出 ５１４ 
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■介護保険事業 

介護予防等デイサービス事業（それいけ！デイサービスセンター）                        (単位:千円) 

事業の概要 
一日滞在型のリハビリデイサービス事業を実施します。 

理学療法士、看護師、管理栄養士、歯科医師などが①口腔機能向上②栄養改善③運動器機能改善④個別機能訓練を実施します。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 １９，２４０ 
２，８２０  

支  出 １６，４２０ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△２，８１７ 

援護事業へ 1,800 

支  出 ２，８１７ 

 

介護予防等デイサービス事業（それいけ！デイサービスセンター通所型サービスＣ）                 (単位:千円) 

事業の概要 

通所型サービスＣ（短期集中予防サービス）を受託し、介護予防リハビリデイサービス事業をそれいけ！デイサービスセンター

内で実施します。理学療法士、看護師、管理栄養士、歯科医師などが①口腔機能向上②栄養改善③運動器機能改善④個別機能訓練

を実施します。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ８４０ 
０  

支  出 ８４０ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 
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介護予防等デイサービス事業（どんどん！デイサービスセンター）                        (単位:千円) 

事業の概要 
介護保険からの卒業を目標に、1 日 2 回の入れ替え方式でリハビリ特化型デイサービスを実施します。 

理学療法士、看護師、管理栄養士、歯科医師などが①口腔機能向上②栄養改善③運動器機能改善④個別機能訓練を実施します。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ２４，７００ 
３，３３１  

支  出 ２１，３６９ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△３，２３７ 

調査研究企画広報事業へ 2,130/ボラセン
へ 150 支  出 ３，２３７ 
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小規模多機能型居宅介護事業（湯ごころ）                                    (単位:千円) 

事業の概要 

三浦市社会福祉協議会安心館において、介護保険法に基づき実施している小規模多機能型居宅介護支援事業は、デイサービスの

利用者が訪問サービスやショートステイといったサービスを包括的に利用できるサービスです。25 名を定員とし、小規模できめ細

かいサービスを提供します。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ４５，７９０ 
６，９５７  

支  出 ３８，８３３ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△６，９５７ 

未病へ 3,837/法人運営へ 2,711 

支  出 ６，９５７ 

 

小規模多機能型居宅介護事業（はつらつ）                                    (単位:千円) 

事業の概要 

三浦市社会福祉協議会安心館において、介護保険法に基づき実施している小規模多機能型居宅介護支援事業は、デイサービスの

利用者が訪問サービスやショートステイといったサービスを包括的に利用できるサービスです。25 名を定員とし、小規模できめ細

かいサービスを提供します。また、本事業所を保険者の指導に基づき、看護型にしていきたい意向です。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ４９，２９８ 
１７，２２３  

支  出 ３２，０７５ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△１７，２２３ 

法人運営事業へ 16,789 

支  出 １７，２２３ 
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■障害児者自立支援事業 

障害者就労支援事業（就労支援センターどんまい・就労継続支援Ｂ型事業）                    (単位:千円) 

事業の概要 

通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活

動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援をおこないます。新たに採用し

た管理栄養士を中心にし、高齢者の「食」・「栄養」の問題にも積極的に関与し、障害者が高齢者を支える“仕組み”づくりを構築

したいと考えています。障害があっても社会の一員として、「社会に貢献している」という職業人としての“誇り”を個々の利用者

が持てるよう支援するためです。具体的には、生活支援コーディネーター（ボランティアセンター所属）との連携によって、栄養

問題を抱える高齢者に「配食」サービスを提供するなど「地域包括ケアシステム」の推進にも寄与していきます。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ２２，９８２ 
△３，９０７  

支  出 ２６，８８９ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ４，７４８ 
３，９０７ 

就労移行より 4,748 

支  出 ８４１ 
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障害者就労支援事業（就労支援センターどんまい・就労移行支援）                        (単位:千円) 

事業の概要 

就労移行支援事業は、障害のある方の一般企業への就職をサポートする通所型の福祉サービスです。身体障害、知的障害、精神

障害の他に発達障害や難病の方も対象とし、仕事に関する知識やスキルアップと就職活動のサポート、就職後も長く働き続けられ

るよう職場への定着支援もおこなっています。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ６，５８４ 
４，８５０  

支  出 １，７３４ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△４，７４８ 

就労継続支援 B 型へ 4,748 

支  出 ４，７４８ 

 

障害者デイサービス事業（障害者リハビリデイサービスゆずリハ）                        (単位:千円) 

事業の概要 
障害者総合支援法に基づき、創作活動やレクリエーション、年数回の社会適応訓練や身体状況に応じた入浴等のデイサービスを

提供しています。また、専門職の機能訓練によって、より地域生活を豊かにしていただけるよう支援していきます。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ２１，２９３ 
４，１００  

支  出 １７，１９３ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
４，１００ 

会館運営へ 4,100 

支  出 ４，１００ 
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児童デイサービス事業（児童発達支援事業所 HUGくみ）                              (単位:千円) 

事業の概要 

放課後等児童デイサービス事業とは、児童福祉法に基づいて実施する発達支援事業と放課後等デイサービスの総称で、これを三

浦市社会福祉協議会暖館において実施します。 

学校・家庭とは異なる第三の「居場所」として子供たちの成長を支援します。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ３５，４４８ 
５，１０２  

支  出 ３０，３４６ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△１，１９１ 

 

支  出 １，１９１ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ２，０００ 
△３，８０８ 

共募より 2,000/会館運営へ 3,929/障害余
暇へ 650 支  出 ５，８０８ 
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■公益事業拠点区分 

未病センター運営事業                                            (単位:千円) 

事業の概要 

三浦市社会福祉協議会安心館及び暖館内に「未病を治すかながわ宣言」に基づく神奈川県の認証施設「三浦市社協未病センター」

を設置し、身近な場所で、「未病を改善」する取り組みを、継続的に体験、実践できるようにします。三浦市社会福祉協議会では、

未病改善の取り組みを地域包括ケアシステムの構築につなげたいと考えています。神奈川県が提唱する CHO 構想の推進と未病改善

の取り組みは、地域包括ケアシステムを構築するための土台づくりでもあります。そこで、認証外事業として出張「未病サロン」

も各所で開催していきます。  

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ２０ 
△４，３９３  

支  出 ４，４１３ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△２４１ 

 

支  出 ２４１ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ４，６３４ 
４，６３４ 

安心館貸館事業より 3,914/共募より 720 

支  出 ０ 
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CHO構想推進事業                                              (単位:千円) 

事業の概要 

 CHO 構想とは、健康経営を進め、企業の労働生産性向上、健康満足度、医療コスト削減といった経営指標を調和的に改善させる

ことにより、企業全体のパフォーマンスを向上し、その結果として企業の経営価値向上に資する取り組みです。当法人では、未病

の改善と CHO 構想の推進をセットで取り組んでいます。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△２５０  

支  出 ２５０ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ２５０ 
２５０ 

安心館貸館事業より 250 

支  出 ０ 
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■収益事業拠点区分 

安心館貸館事業                                               (単位:千円) 

事業の概要 三浦市社会福祉協議会安心館の一部を民間の介護保険事業者に賃貸し、その収益を全額を地域福祉事業等に還元します。 

事業活動収支 収支差額 備考 

収  入 ６，６００ 
６，６００  

支  出 ０ 

施設整備などによる収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
０ 

 

支  出 ０ 

その他活動による収支 収支差額 備考 

収  入 ０ 
△６，６００ 

会館運営へ 690/基金運営へ 506/ボラセン
へ 812/CHOへ 250/未病へ 3,914/生活困窮
へ 228/援護事業へ 200 

支  出 ６，６００ 

 

 


